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日本放送協会 理事会議事録 

               （平成２９年 ４月１８日開催分） 

  

平成２９年 ５月１２日（金）公表 

 

＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２９年 ４月１８日（火） 午前９時００分～９時３０分 

 

＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、森永専務理事・技師長、 

今井専務理事、坂本理事、安齋理事、根本理事、松原理事、 

荒木理事、黄木理事、大橋理事 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）第１２８２回経営委員会付議事項について 

（２）視聴者対応報告(平成２９年１～３月)について 

（３）個人情報保護法改正に伴う「ＮＨＫ個人情報保護規程」の一部変

更等について 

（４）個人情報保護法改正に伴う「報道・著述・学術研究分野に係る個

人情報保護規程」の一部変更について 

（５）職務権限事項の改正について 
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２ 報告事項 

（１）放送技術審議会委員の委嘱について 

（２）放送センター建替業務監査結果報告 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）第１２８２回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

４月２５日に開催される第１２８２回経営委員会に付議する事項につ

いて、審議をお願いします。 

 付議事項は、報告事項として「平成２８年度第４四半期業務報告」、「視

聴者対応報告(平成２９年１～３月)について」、「ＮＨＫ情報公開・個人

情報保護の実施状況（平成２８年度）」、および「平成２８年度契約･収納

活動結果」です。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（２）視聴者対応報告(平成２９年１～３月)について 

（広報局） 

放送法第２７条に定める視聴者対応の状況について、平成２９年１～

３月分を以下のとおり取りまとめました。ついては、放送法第３９条第

３項の規定に基づき、４月２５日開催の第１２８２回経営委員会に報告

したいと思います。 

まず、この期間の視聴者の声（意見・要望、問い合わせ）の総数は、

１月が３２万５,２４８件、２月が３２万３,９２１件、３月が３６万４,

７２３件でした。 

次に、最近の報告から主な話題を紹介します。 

 学校法人「森友学園」をめぐる問題に関連するニュース・番組に対し、

２月１３日から３月末までに１万件を超える反響が寄せられました。男

性からの声が５８％と多く、特に６０代以上からの厳しい声が目立ちま

した。３月１３日放送の「クローズアップ現代＋」において、認可や土
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地取引をめぐる問題について関係者を追跡取材したところ、深い取材だ

ったなどの好評意見が半数近くでした。また、３月２３日に行われた籠

池前理事長の証人喚問の数日前から意見が急増しましたが、これはイン

ターネット上で「ＮＨＫが証人喚問の放送をしない」との誤った情報が

流れたことで、放送要望が数多く寄せられたためです。 

 ３月のＮＨＫスペシャルは、東日本大震災関連番組を６本放送し、総

反響数は４８５件でした。そのなかで、東京電力福島第一原子力発電所

１号機で進行した危機の実態に迫った「メルトダウン Ｆｉｌｅ.６ 原子

炉冷却 １２日間の深層」（３月１２日放送）には、１７０件の反響があ

りました。６本全体を通して見ると、好評意見が１２％、問い合わせが

３１％でした。男女別では、男性の反響が７３％を占め、特に６０代男

性から多くの声が届きました。 

放送が終了した連続テレビ小説「べっぴんさん」には、放送開始から

最終回翌日までに７,８１３件の反響が寄せられました。内訳は、好評意

見８３５件、厳しい意見２,３４２件、その他の意見７１６件、問い合わ

せが３,９２０件でした。問い合わせには、２８年１１月の津波警報や選

抜高校野球による放送日や放送時間が変更になったことへの反響が含ま

れています。男女の年代別では、男性は２０代以下・３０代・４０代で

好評意見が厳しい意見を上回りましたが、それ以外の年代では厳しい意

見が多くなりました。女性は２０代以下で好評意見が厳しい意見を大幅

に上回りましたが、それ以外の年代では厳しい意見の方が多くなりまし

た。おおむね子育て世代からは好評の声が多かったものの、ドラマと同

じ時代を生きてきた５０代以上の世代からは、ストーリーや時代考証等

について厳しい意見が寄せられる傾向が見られました。 

そのほか、人形に変身したゲストから話を深く聞き出す、人形劇赤裸々

トークショー「ねほりんぱほりん」（Ｅテレ ２８年１０月５日～３月２

２日放送）には、１０月３日から３月２６日までに３６０件の反響があ

りました。好評意見は幅広い層から届き、最も多かったのは２０代以下

の女性でした。人形で表現しているのがよい、司会の掛け合いがおもし

ろいなどの声が届く一方、Ｅテレにふさわしくないという声も寄せられ

ました。 

 国際放送についてです。３月は国内外のニュースへの関心が高く、外

国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」全体で７８４件の反響
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が寄せられました。また、２８年４月に始まった、“近いうちに日本に行

く”人たちに人気の日本の観光ガイド番組「Ｊ－Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」に

は具体的な内容の問い合わせが目立ちました。「ラジオ日本」全体への反

響は２,５７６件でした。 

 報告期間に寄せられた視聴者からの指摘や意見・要望への主な対応に

ついて紹介します。 

 聴覚障害者の方から、手話による放送サービスの充実を求める要望が

多く寄せられますが、さまざまな課題から手話放送サービスが一部とな

っている実情を踏まえ、ＮＨＫ放送技術研究所ではＣＧの手話通訳士が

天気予報を手話で表現するシステムの開発をしています。手話通訳士の

動作を研究し、手話文の意味の区切りでうなずく動作を加えたり、細か

な手指の動きや表情をＣＧで再現する工夫をするなど、実用化に向けて

研究を続け、現在は、ＮＨＫ放送技術研究所のホームページ（ｈｔｔｐ：

／／ｎｈｋ．ｏｒ．ｊｐ／ｓｔｒｌ／）で、このシステムを使った関東

１都６県の天気予報を一般公開して検証を実施しています。 

誤記・誤読などに対する指摘は、１月が９７件、２月と３月は７２件

ずつありました。指摘については、直接番組担当者に連絡し訂正するよ

う努めるとともに、再発防止のため、放送関係部局の連絡会で周知し、

放送現場へ注意を喚起しました。 

２８年度は１年間で、国内外の視聴者から４０７万９,０２３件の意

見・問い合わせがありました。前年度に比べて受信料関係が９万３,００

０件増え、放送関係が１万３,０００件減りました。個別番組への反響は

約１１８万件でした。 

 

（会 長）   「Ｊ－Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」へ寄せられる問い合わせ

には、どのように対応していますか。 

（荒木理事）  ホームページに番組の具体的な情報を掲載するなどの

工夫をしています。 

（広報局）   メールでの問い合わせでＮＨＫから返信できる方であ

れば、英語対応のメール担当者が番組担当者と連携をし

てお答えするようにしています。 

（根本理事）  個別に寄せられる英語でのメールについては、なるべ

く丁寧に答えるようにしています。 
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（会 長）   わかりました。それでは原案どおり決定し、次回の経

営委員会に報告してください。 

 

（３）個人情報保護法改正に伴う「ＮＨＫ個人情報保護規程」の一部変

更等について 

（情報公開センター） 

 個人情報保護法の改正に伴い、「ＮＨＫ個人情報保護方針」、「ＮＨＫ

個人情報保護規程」の一部変更、および「第三者提供等に係る記録の作

成等に関する規程」、「匿名加工情報取扱規程」の新設について、審議を

お願いします。 

 変更点は、次のとおりです。 

第１点は、「ＮＨＫ個人情報保護方針」と「ＮＨＫ個人情報保護規程」

を一部変更します。主な内容は、要配慮個人情報の取得、外国にある第

三者への提供の制限、不要になった個人データの消去の努力義務につい

て記載すること、また、視聴履歴の取り扱いについて整理することなど

です。 

第２点は、「第三者提供等に係る記録の作成等に関する規程」と「匿名

加工情報取扱規程」を新設します。 

第３点は、「本編」、「ＮＨＫオンデマンドサービス編」、「ＮＨＫイン

ターネットサービス編」に分かれていた規程の統合を行います。 

なお、今回の改正法のガイドラインにおいて、「個人情報保護管理者」

が「必要な権限を有する役員などの組織横断的に監督することのできる

者」とされました。ＮＨＫは従来から副会長、放送総局長を「個人情報

保護統括責任者」、部局長を「個人情報保護管理者」と定めていましたが、

新たな概念との混同を避けるため、今後は名称を変更し、副会長、放送

総局長を「個人情報保護管理者」、部局長を「個人情報保護責任者」とし

ます。 

本件が決定されれば、平成２９年５月３０日付で実施します。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（４）個人情報保護法改正に伴う「報道・著述・学術研究分野に係る個

人情報保護規程」の一部変更について 
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（情報公開センター） 

 個人情報保護法の改正に伴い、「報道・著述・学術研究分野に係る個人

情報保護規程」について一部変更したいので、審議をお願いします。 

 変更点は、次のとおりです。 

第１点は、安全管理措置に関する記述を具体化し、「ＮＨＫ個人情報保

護規程」と平仄を揃えます。 

第２点は、「ＮＨＫ個人情報保護規程」、「匿名加工情報取扱規程」（新

設）、および「第三者提供等に係る記録の作成等に関する規程」（新設）

の位置づけと合わせ、本規程を「放送総局長指示」から「会長指示」へ

変更します。 

本件が決定されれば、平成２９年５月３０日付で実施します。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（５）職務権限事項の改正について 

（経営企画局） 

職務権限事項の改正について、審議をお願いします。   

部局長補佐として部局長権限を行使する職位を追加します。 

本件が決定されれば、平成２９年４月２５日付で実施します。  

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）放送技術審議会委員の委嘱について 

（森永技師長） 

放送技術審議会委員の委嘱について、報告します。 

村岡裕明氏（東北大学電気通信研究所教授）に、平成２９年５月１日

付で再委嘱します。 

 

（２）放送センター建替業務監査結果報告 

（内部監査室） 

放送センター建替業務の監査結果について、報告します。 

平成２７年４月１７日～２９年２月３日に行われた放送センター建替
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本部の業務について、監査方針に基づき、２９年１月３０日～２月３日

に監査を実施しました。主な監査項目は、基本計画、募集要綱の検討プ

ロセス、関連工事・課題等への対応・検討状況、部局管理業務、適正経

理です。監査対象の放送センター建替本部に加え、総務局、経理局、技

術局にも事前ヒアリングを行っています。 

その結果、いずれの項目においても、放送センター建替本部が中心と

なって業務を推進しており、管理レベルは「適正」であることを確認し

ました。 

 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２９年 ５月 ９日 

会 長  上 田 良 一 


